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堺市の相談支援体制について

●保健福祉総合センター（福祉事務所）
各区役所に設置（7か所）
・生活援護課（生活保護）
・地域福祉課（障害者福祉、高齢者福祉）
・子育て支援課（児童福祉、女性相談）
・保健センター（母子保健、精神保健）
※「母子保健」と「児童福祉」の一体的な支援を実施するための
子ども家庭センター機能を有している。（R6年度～）

●日常生活圏域コーディネーター
堺市社会福祉協議会区事務所に配置
日常生活圏域ごとに1名配置（21名）

●地域包括支援センター
日常生活圏域ごとに設置（21か所）

●基幹型包括支援センター
各区役所に設置（7か所）

●障害者基幹相談支援センター
各区役所に設置（7か所）

●生活困窮者自立相談支援窓口
堺市総合福祉会館に設置（1か所）
各区へ巡回相談

参考資料1-1

【参考】堺市の概要
●大阪府内にある政令指定都市
（平成18年度に政令指定都市へ移行）

●行政区：7区
日常生活圏域：21圏域 小学校区：92校区

●堺市の人口（令和6年6月1日現在）
世帯数：373,650世帯
人口：808,371人



重層事業の前提となる「地域共生社会」とは

現在の社会（堺）の状況は・・・
「人口減少・高齢化」、「世帯構造の変化」（単身世帯、高齢者世帯の増加など）、非正規
雇用の増加、日本独自の共同体機能の脆弱化（自治会加入率の減少など） etc

地域共生社会とは
制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様
な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながること
で、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。

※厚生労働省作成資料から抜粋
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「地域共生社会」と「重層事業」の位置づけ

・地域共生社会と重層的支援体制整備事業の関係性 ・重層的支援体制整備事業のイメージ図

※厚生労働省作成資料から抜粋

※厚生労働省作成資料から抜粋

重層事業は地域共生社会を実現するため
の「福祉分野」の取組
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堺市の重層的支援体制整備事業実施体制

包括的相談支援事業（第1号イ～二）

・地域包括支援センターの運営（介護保険法115条の45 1項～3項）
・障害者基幹相談支援センター事業（障害者総合支援法77条1項3号）
・利用者支援事業（子ども・子育て支援法59条1号）
・生活困窮者自立相談支援事業（生活困窮者自立支援法3条2項）

地域づくり事業（第3号イ～二）

・生活支援コーディネーター配置事業（介護保険法115条の45 2項5号）
・地域のつながりハート事業、地域介護予防活動支援事業（介護保険法115条の45 1項2号）

・地域活動支援センター運営事業（障害者総合支援法77条1項9号）
・地域子育て支援事業、みんなの子育てひろば事業（子ども・子育て支援法59条9号）

多機関協働事業（第5号）・プランの作成（第6号）

・各区役所保健福祉総合センター等を中心として体制構築

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業（第4号）

・コミュニティソーシャルワーカー設置業務事業（第4号）

参加支援事業（第2号）

・コミュニティソーシャルワーカー設置業務事業（第4号）

各
分
野
、
各
事
業
の
特
性
を
活
か
し
、
地
域
か
ら
専
門
機
関
ま
で

連
携
、
協
働
す
る
包
括
的
な
支
援
体
制
を
構
築

各

事

業

は

相

互

に

連

携

4



社協区事務所

基幹型包括支援センター

障害者基幹相談支援センター

生活援護課 地域福祉課

子育て支援課 保健センター

保健福祉総合センター

区役所を基盤とした多機関協働事業体制構築

市レベルの専門機関
区内の専門機関
地域の関係機関

チームによる支援

堺市生活・仕事応援センター「すてっぷ・堺」

堺市の多機関協働事業実施体制

●堺市では複雑化、複合化する市民の福祉課題の対応するため、各区役所にある保健福
祉総合センター及び区役所内の専門相談機関を事務局とした体制を構築。

●ワンストップ型の相談窓口ではなく、保健福祉総合センター及び各専門相談機関が中心
となり、有機的に連携、協働し、チームで支援を行う体制づくりを行う。
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「多機関協働事業」の運営体制

・統括会議において、個別会議による再プラン作成等が、
必要と判断した場合の会議招集指示（随時）
・個別会議において、アセスメントや課題の整理、役割分
担について、硬直化した場合や調整が難航した場合の調
整（アドバイザー機能）

・個別会議における進捗報告
・個別会議において、アセスメントや課題の整理、役割分
担について、硬直化した場合や調整が難しい場合の調整
依頼

協議事項：担当者によるケースカンファレンス。情報共有、アセスメント、課題及び支援の方向性の整理、役割分担を示した支援プランの作成

出席者：現在、対象者に関係している支援関係機関の担当者及び今後関係を有する可能性がある支援関係機関の担当者

備考：□対象者同意あり ☆対象者同意なし
■と□、★と☆がそれぞれ親会と個別会議の関係

協議事項：①すべての重層的支援会議対象者及び個別支援会議対象者の情報共有、モニタリング、支援プラン見直し及び終結決定等
②区における保健福祉総合センター及び支援関係機関の連携や、相談機能強化に向けた取組についての協議

構成組織：生活援護課、地域福祉課、子育て支援課、保健センター、社会福祉協議会区事務所、基幹型包括支援センター、
障害者基幹相談支援センター、すてっぷ・堺、その他保健福祉総合センター所長が必要と認める支援関係機関
（構成組織から会長・副会長を保健福祉総合センター所長が選出。）

開催頻度：定期的な開催

備考：・出席者は所属組織における対象者の情報収集及び進捗確認を行い、統括会議にて報告をする
・重層的支援会議もしくは個別支援会議に参加していない組織からの客観的意見の集約
・重層的支援会議及び個別支援会議において課題の整理ができない場合や調整が難航した場合のアドバイザー機能を有する

※■多機関協働事業統括会議と★統括支援会議は一体的に実施

■多機関協働事業統括会議
★統括支援会議

□重層的支援会議（対象者同意あり）
☆個別支援会議（対象者同意なし）

守秘義務規定有
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堺市社会福祉職員人材育成方針

変化する社会情勢や複雑化・複合化した生活課題などに対応でき、本市の社会福祉行
政を牽引する役目である社会福祉職員を育成していくため、H26年度に策定した「堺市社
会福祉職員人材育成方針」をR5年3月に改定。
同方針に基づき、効果的なOJTや研修体系の構築、ジョブローテーションを推進し、包括的
な支援体制構築、断らない相談支援のために幅広く対応できる職員の育成を推進する。
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日常生活圏域コーディネーターの取組

堺市では、コミュニティソーシャルワーカー機能（アウトリーチ事業、参加支援事業）と生活支援コーディネーター機能
（地域づくり事業）を有した「日常生活圏域コーディネーター」を社会福祉協議会各区事務所（各区役所内）に配置
し、重層的支援体制整備事業における地域づくり支援、参加支援、相談支援を一体的に実施している。
日常生活圏域コーディネーターが個別支援から地域支援まで一体的に実施することで、地域での支えあいの仕組みに
よって個別課題が解決されると同時に、参加支援によって地域課題が解決されるなどの好循環を生み出している。

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

個別支援実件
数

402件 527件 401件 570件

のべ対応回数 3,006回 2,775回 3,112回 5,315回

年齢層（R5） 実件数

～10代 30件

合計
570件

20代 28件

30代 41件

40代 77件

50代 110件

60代 72件

70代 84件

80代～ 86件

不明 42件

相談主訴（R5）
複数回答

（主なもの）

経済的困窮 263件

家計管理の問題 127件

障害（手帳） 119件

家族関係・家族問題 114件

メンタルヘルス 112件

病気 108件

障害（疑い） 99件

社会的孤立 91件

相談経路（R5）
実件数

（主なもの）

本人 225件

地域支援者 87件

行政 82件

家族・親族等 40件

社協・ボランティア 36件

高齢機関 28件

障害者基幹 22件

医療機関 10件

●日常生活圏域コーディネーターの個別支援の実績

男性 女性 不明 合計

299件 263件 8件 570件

【令和5年度の内訳】
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（1）生活困窮者自立相談支援
生活仕事応援センター「すてっぷ・堺」において、生活困窮者（生活保護受給者以外）に
対する総合相談支援や就労支援を実施。

（参考）主な相談主訴（令和5年度） （複数回答）

相談支援実績 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

新規相談件数 1,862件 12,821件 12,059件 3,863件 1,799件

新規相談
受付件数

626件 6,395件 7,612件 2,259件 1,500件

新規相談
申込件数

252件 2,793件 1,453件 643件 1,319件

支援のべ
件数

8,957件 40,788件 33,852件 16,591件 11,748件

収入・生活費の
こと

仕事探し・就職につ
いて

住まいについて 債務について

相談件数 650件 359件 169件 158件

生活困窮支援に関する実績
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（2）住居確保給付金
離職等により経済的に困窮し、住居を喪失された方または喪失するおそれのある方に対し、
原則3か月（最長9か月）の家賃相当額（生活保護基準）の住居確保給付金を支給。
（支給申請は「すてっぷ・堺」にて受付）
新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、令和2年4月に、離職等の申請要件が緩和。

令和3年度 令和4年度 令和5年度

新規相談件数 765件 444件 193件

支給決定件数 270件 181件 55件

（3）新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金

緊急小口資金と総合支援資金の特例貸付を利用した世帯であって、なお生活に困窮している

世帯を対象として同支援金を支給。（申請受付期間：令和3年7月～令和4年12月末）

・単身世帯60,000円、2人世帯80,000円、3人以上世帯100,000円

生活困窮者自立支援金
（初回支給と再支給の合計）

令和3年度
（7月~3月）

令和4年度
（4月~12月）

合計

申請件数 3,152件 935件 4,087件

決定件数 2,449件 850件 3,299件

10



（4） 生活福祉資金（新型コロナウイルス感染症特例貸付）
社会福祉協議会において相談受付を実施。コロナ禍に伴う減収等による当面の生活費の需要
に応えるため、令和2年3月25日から令和4年9月末にかけて特例貸付の受付窓口として対応。
・ 緊急小口資金：200,000円
・ 総合支援資金：150,000円（複数世帯200,000円）× 3か月

各制度
令和2年度 ※1 令和3年度 令和4年度 ※4

相談件数 申請件数 相談件数 申請件数 相談件数 申請件数

緊急小口資金（本則） 321件 33件 405件 32件 1,921件 52件

総合支援資金（本則） 363件 29件 317件 15件 295件 ５件

新型コロナウイルス特例貸付 36,805件 26,062件 24,842件 11,576件 6,459件 1,714件

①緊急小口資金 9,736件 3,572件 858件

②総合支援資金（初回） 7,653件 3,185件 856件

③総合支援（延長貸付）※2 4,702件 1,023件 ー

④総合支援（再貸付）※3 3,971件 3,796件 ー

（※1）特例貸付開始R2.3.25～ （※2）延長貸付R2.7月～R3.6月 （※3）再貸付R3.2月～12月 （※4）特例貸付終了～R4.9月末
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（5）ホームレス支援

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」に基づき、大阪府や府内南部の自治体と

協力して、ホームレス支援を実施。

○都市公園や河川敷などホームレスが起居している場所へ巡回して相談支援を実施。

インターネットカフェ等の終夜営業店舗を訪問し、制度の周知を実施。

○必要に応じてビジネスホテル等の宿泊施設へ一時的に入所の上、住宅の確保や医療機関

への受診等の支援を実施。

（6）学習と居場所づくり支援事業

生活保護受給世帯及び生活困窮世帯に属する中学生及び高校在学年齢の子ども等を対象

として、無料で学習でき、居場所となる場を提供。

また、支援員による家庭訪問や面談等を通じて、進路選択等に関する相談支援を実施。

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

ホームレス概数調査結果（毎年1月時点） 8名 9名 8名 9名

一時生活支援事業利用実人数 14名 51名 59名 52名

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

事業利用者数 101名 110名 123名 145名

利用延べ人数 712名 785名 1,819名 1,864名 12



包括的な支援体制の構築のためには、それを担う人材育成も必要なため、堺市では、市と
社会福祉協議会が事務局として、地域福祉志向の人材づくりに向けて「堺で協働をすすめる
ためのソーシャルワーク研修」を企画・実施し、「顔の見える関係の構築」や「円滑な連携体制
の構築」のために参加型の研修プログラムで構成している。
専門職同士の研修を「導入編」、専門職と地域活動実践者の研修を「創造編」、地域活
動実践者同士を「対話編」と称し、専門職から地域活動実践者まで協働するための研修体
系とし、包括的な支援体制構築に向けた人材育成に取り組んでいる。

地域福祉型研修センター事業

「導入編」研修 「創造編」研修 13



（1）避難行動要支援者数及び一覧表登録者数

避難行動要支援者に関する実績

避難行動
要支援者数

避難行動要支援者
一覧表登録者数

登録割合 調査実施校区数

令和4年度
62,874名

（R4.3.31時点）
20,738名 32.98％ 93校区

令和5年度
63,745名

（R5.3.31時点）
21,499名 33.73％ 93校区

令和6年度
64,789名

（R6.3.31時点）
調査中 調査中 93校区

（2）個別避難計画作成件数（令和6年3月31日時点作成中含む）

堺区 中区 東区 西区 南区 北区 美原区 計

令和3年度 2 1 3

令和4年度 34 2 4 13 4 2 2 61

令和5年度 81 2 3 49 7 13 2 157

計 117 4 7 63 11 15 4 221
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